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＜全体概要＞ 

 調整力コストは,算定省令に基づき算定した結果,26億円となりました。また,振替供給コ
ストは,4億円を託送原価に算入しています。 
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◆需給調整費の内訳（東京地区等のみ） 
                                                          (億円) 

  
申請原価 

(H29～H31平均) 
(A) 

現行原価 
(H27下～H30上平均) 

(B) 

差引 
(A―B) 

 調整力コスト 26 － 26 

 振替供給コスト 4 － 4 

合 計  30  － 30 



１ 調整力コスト 

 ガス導管事業者が確保すべき調整力とは,需要のピーク期に,前日計画に比べて想定以上
に需要が伸びた場合においても,当該需要を満たすために,ガス導管事業者が製造事業者
から調達する供給力です。 

 この調達コストが調整力コストであり,ガス導管事業者は,ガスの安定供給のために,必要な
需給調整や圧力調整に係る費用を,ガス製造事業者に支払います。 
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＜調整力のイメージ＞ 

適正コスト 

適正単価 8,615円/ｍ3・ｈ 大臣告示値 

21.6億円/年 必要調整力合計 752,607ｍ3/ｈ 以下（２）ご参照 

計 6,483百万円   

事業報酬相当額 793百万円 以下（４）ご参照 2.6億円/年 

法人税等相当額 549百万円 以下（５）ご参照 1.8億円/年 

（合計）調整力コスト 7,827百万円 原価算定期間計 26.1億円/年 

（１）算定概要 （46MJ、以下同様） 



１ 調整力コスト 
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＜調整力コストの算定方法＞ 
 
  ・算定省令に基づき,以下の算定式により算定 
      
   【算定式】 

     調整力コスト＝適正コスト＊＋事業報酬相当額＋法人税等相当額 

<＊適正コストの算定方法> 
 
 ・算定省令に基づき,以下の算定式により算定 
  
  【算定式】 
   適正コスト＝①適正単価×②必要調整力合計 
 
     ①適正単価（8,615円/ｍ3・ｈ） 
      ・算定省令に基づき,経済産業大臣告示の値を適用 
      ・適正単価の分子となる製造費用は、H22～26年度の営業費明細表記載値から、製造費から原料費を除き、 
       製造にかかる一般管理費を加える等を行い、実績費用としている。 
 
     ②必要調整力合計（752,607ｍ3/ｈ） 
      ・算定省令に基づき,以下の算定式により算定 
   
       【算定式】 
         原価算定期間中の年間最大３日平均の時ガス※1（ｍ3/ｈ)×7.5％※2 

      (※1)供給計画に基づき算定した,1時間あたりの注入量 
         (※2)算定省令に記載の値 
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（２）必要調整力の算定 

  ピーク日量 
（千ｍ3/日） 

ピーク時量（千ｍ3/ｈ） 必要調整力（ｍ3/ｈ） 
※2 順位 ピーク時量※1 

平成29年度 55,857千ｍ3/日 
１ 3,231千ｍ3/ｈ 

239,546ｍ3/ｈ ２ 3,187千ｍ3/ｈ 
３ 3,162千ｍ3/ｈ 

平成30年度 56,701千ｍ3/日 
１ 3,280千ｍ3/ｈ 

243,163ｍ3/ｈ ２ 3,235千ｍ3/ｈ 
３ 3,210千ｍ3/ｈ 

平成31年度 62,934千ｍ3/日 
１ 3,640千ｍ3/ｈ 

269,898ｍ3/ｈ ２ 3,591千ｍ3/ｈ 
３ 3,563千ｍ3/ｈ 

原価算定期間に係る必要調整力の合計（ｍ3/ｈ） 752,607ｍ3/ｈ 

※1 各年度の年間最大3日平均の時ガスは、過去実績のピーク日量および年間最大3日分のピーク時
量から、その対比率係数を求め、原価算定期間中のピーク日量に対比率係数を適用することで算定 

原価算定期間中のピーク日量見通しから、年間最大3日平均の時ガスを求め必要調整力を算定 

※2 各年度とも、1位～3位の単純平均値の7.5% 

 ご参考 ピーク日量 
（千ｍ3/日） 

ピーク時量（千ｍ3/ｈ） 

順位 ピーク時量（千ｍ3/ｈ） 

過去実績 53,038千ｍ3/日 a 

１ 3,068千ｍ3/ｈ ｂ b÷a=係数α：0.057... 

２ 3,026千ｍ3/ｈ ｃ c÷b=係数β：0.986... 

３ 3,002千ｍ3/ｈ ｄ d÷b=係数γ：0.978... 



１ 調整力コスト 
6 

（３）ピーク時ガス生産実績の算定 

  算定額 
（原価算定期間計） 備考 

H24～26年度平均 
87,693千ｍ3/日 供給計画様式第6記載値の 

年あたり単純平均 

3,653千ｍ3/ｈ ÷24（1時間あたり） 

（４）事業報酬相当額の算定 

  算定額 
（原価算定期間計） 備考 

a製造設備簿価 176,725百万円 大臣告示値 

b必要調整力合計 752,607ｍ3/ｈ （２）ご参照 
cピーク時ガス生産実績 3,653千ｍ3/ｈ （３）ご参照 

d調整力相当簿価 36,401百万円 a×(b÷c) 

e事業報酬率 2.18％ 大臣告示値 

f事業報酬相当額 793百万円 d×e 

（５）法人税等相当額の算定 

  算定額 
（原価算定期間計） 備考 

a製造部門に係る法人税等相当額 2,669百万円 原価算定期間中平均  

b必要調整力合計 752,607ｍ3/ｈ （２）ご参照 

cピーク時ガス生産実績 3,653千ｍ3/ｈ （３）ご参照 

d法人税等相当額 549百万円 a×(b÷c) 
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 振替供給とは,ガス導管事業者の供給区域内の異なるエリアに複数の製造設備を有するガス
小売事業者が行うもので,その物理的特性からガスが届く範囲には限界があるため,あるエリアで
製造設備を稼働増,他のエリアで稼働減を行うものです。 

 振替供給コストとは,円滑な振替供給の継続的な実施のために,上記の稼働減によって生じる
製造設備の余力を,可能な限り活用可能な状態にしておくために必要な費用となります。 

 

（１）算定概要 

  算定額 
（原価算定期間計） 備考 

a調整力コスト 7,827百万円 １．調整力コスト（１）ご参照 

b必要調整力合計 752,607ｍ3/ｈ １．調整力コスト（２）ご参照 

c振替供給単価 10,400円/ｍ3・ｈ a÷b 

d振替供給能力の合計 109,142ｍ3/ｈ 以下（２）ご参照 

（合計）振替供給コスト 1,135百万円 c×d 原価算定期間計（４億円/年） 



２ 振替供給コスト 
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＜振替供給コストの算定方法＞ 

  ・算定省令に基づき, ①振替供給単価に②振替供給能力を乗じることにより算定 

 （振替供給コストに原料費は含まれない）←前回ご指摘事項10への回答 

  

  ①振替供給単価（10,400円/ｍ3・ｈ） 

     ・算定省令に基づき,調整力コストを必要調整力で除すことにより算定 

 

  ②振替供給能力 

   ・原価算定期間中の振替供給量を想定 

    具体的には、すでに自由化された領域については直近の託送実績を適用。現行規制領域については全面自由化 

    後のスイッチ量を、市場調査等を踏まえて想定。 

   （スイッチ量は、首都圏在住の約３千名を対象とした「ガス自由化」に関するインターネット調査から、５％程度の 

    価格差で約１割のスイッチが起こるとの想定を適用。スイッチが起こる時期は、「しばらく様子を見てから」との回答 

    が半数以上であったことを踏まえて2020年度と設定し、その間に一定のペースでスイッチが進むと想定） 

 

   ・当社の場合,直近の託送実績および想定スイッチ量から,袖ケ浦・日立エリアから根岸・扇島エリアに向けた 

    振替供給量を想定し,袖ケ浦LNG基地で確保すべき製造設備能力を見積り  

  

    【算定内容】 

    袖ケ浦LNG基地から根岸・扇島エリアへの想定振替供給量÷流量倍率※    

     (※)流量倍率＝年間送出量m3÷ピーク時ガスm3/h 
(注)払出エリアについてはｐ1１以降をご参照 

＜前回ご指摘事項10への回答＞ 
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（２）振替供給能力/時の算定 

 ※1流量倍率は、過去実績から算定 

 原価算定期間中の想定振替供給量から、振替供給能力/時を算定 

 ご参考 a年間送出量 bピーク値 流量倍率a÷b 

過去実績 6,306百万ｍ3 1,188千ｍ3/ｈ 5,308 

  a想定振替供給量 b流量倍率※1 振替供給能力/時 
a÷b 

平成29～31年度 579百万ｍ3 5,308 109,142ｍ3/ｈ 

  a直近の託送実績分 b想定スイッチ量 合計a＋b 

平成29～31年度 148百万ｍ3 797百万ｍ3 946百万ｍ3 

（３）想定振替供給量の算定 

Step1 原価算定期間に係る想定他小売供給量を想定 

上記abとも、原価算定期間（H29～31年度）にかかる振替供給力をH29年度当初より確保することが
求められるため、3年分としている。 



２ 振替供給コスト 
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（３）想定振替供給量の算定（つづき） 

Step2 過去実績から振替エリア相当分の割合を算定 

Step3 補正係数を設定 

  a根岸/扇島エリア年間販売量 b東京地区等の年間販売量 

過去実績 7,869百万ｍ3 14,144百万ｍ3 

割合a÷b 55.6％ 

  想定振替供給量 

平成29～31年度 579百万ｍ3  

Step4 想定振替供給量を算定（Step1×Step2×Step3） 

  供給力込み倍数＊ 備考 

平成29～31年度 1.1倍 

小売事業者が確保すべき供給力である 
①翌々日追加注入（注入計画と実績の乖離）５％ 
②翌々月追加注入（過不足精算を数量で調整）５％ 
に相当する、計10％分を含めるもの 



２ 振替供給コスト 

 払出エリアは、ピーク時におけるガスの実流が届く範囲に基づき設定を行います。 

 運用面を考慮し、払出エリアは市区町村毎に設定しております。 
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＜払出エリアの設定方法＞ 

 

 step1 

 当社導管に接続している各ＬＮＧ基地から注入したガスが届く範囲を解析 

  ・2017年度のピーク時間帯（計画値）について解析 

   （託送供給可否判断の検討方法と同様の考え方） 

  ・ガスが混合する場合は、割合の多いＬＮＧ基地からのガスとする 

 

 step2 

 上記解析結果を基に払出エリアの線を引く 

  ・ガスが届く範囲の境界線を、最も近い市区町村境界線に近似 

   

 step3 

 払出エリアの決定（ｐ15にイメージ図あり） 

  ・高圧の運用圧力毎に払出エリアを設定 

  （７ＭPa：袖ケ浦・日立エリア ／ ２・３ＭPa：根岸・扇島エリア） 

 

Step1イメージ図 

Step2イメージ図 
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◆当社の定める払出エリア（託送供給約款に記載の内容） 
 根岸・扇島エリア 袖ケ浦・日立エリア 

東京都 大田区,品川区,渋谷区,千代田区,港区,目黒
区,板橋区,北区,新宿区,杉並区,世田谷区,
豊島区,中野区,練馬区,文京区, 
八王子市,立川市,武蔵野市,三鷹市,府中市,
昭島市,調布市,町田市,小金井市,小平市,日
野市,東村山市,国分寺市,国立市,狛江市,東
大和市,清瀬市,東久留米市,多摩市,稲城市,
西東京市,武蔵村山市 

東京都 足立区,荒川区,江戸川区,葛飾区,江東区,墨田
区,台東区,中央区 

千葉県 千葉市(花見川区,稲毛区,美浜区,中央区,若葉
区,緑区), 
木更津市,八千代市,君津市,富津市,四街道市,
袖ケ浦市,八街市,佐倉市,印西市,白井市,成田市,
富里市,印旛郡(酒々井町,印旛村,本埜村),山武
郡(芝山町),香取郡(多古町) 

神奈川県 横浜市(鶴見区,港北区,青葉区,都筑区,緑区,
神奈川区,瀬谷区,旭区,保土ヶ谷区,西区,中
区,南区,泉区,戸塚区,港南区,磯子区,栄区,
金沢区),  
川崎市(中原区,幸区,川崎区,麻生区,多摩区,
高津区,宮前区), 
相模原市(緑区,中央区,南区), 
横須賀市,平塚市,鎌倉市,藤沢市,茅ヶ崎市,
逗子市,三浦市,大和市,海老名市,座間市,綾
瀬市,南足柄市,葉山町,高座郡(寒川町),中
郡(大磯町),足柄上郡(中井町,開成町) 

埼玉県 さいたま市(西区,北区,見沼区,岩槻区,大宮区,中
央区,桜区,浦和区,南区,緑区),川口市,上尾市,
草加市,蕨市,戸田市,和光市,久喜市,八潮市,三
郷市,蓮田市,熊谷市,行田市,深谷市,鴻巣市,羽
生市,鳩ヶ谷市,北足立郡(伊奈町),南埼玉郡(白
岡町,菖蒲町) 

茨城県 龍ケ崎市,牛久市,つくば市,取手市,つくばみらい市,
稲敷市,利根町,日立市,稲敷郡(阿見町,美浦村) 

栃木県 宇都宮市,真岡市,河内郡(上三川町),芳賀郡(芳
賀町),塩谷郡(高根沢町),下都賀郡(壬生町) 

群馬県 邑楽郡(千代田町,邑楽町) 

埼玉県 所沢市,朝霞市,新座市 

（注） 需要場所が供給区域以外である場合には,当社はその需要場所に至る導管の起点となる供給区域を判定し,その供給区域に応じた 

     払出エリアを定めます。  
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（注） 需要場所が供給区域以外である場合には,当社はその需要場所に至る導管の起点となる供給区域を判定し,その供給区域 

     に応じた払出エリアを定めます。  

◆当社の定める払出エリア（前頁記載内容の地図イメージ） 


